
 

 

適用期間 令和 8 年４月１日～令和 9 年３月３１日 

住宅の新築、建売購入、中古住宅購入、倉庫建設、
増改築、補修、他金融機関からの借換、空き家の解体 
など幅広くご利用いただけます。 

そろそろ水回りのリフォームを... 
住んでいない空き家を壊したい... 
などお悩み中の方は、 

   ぜひお気軽にご相談ください。 

詳しくは、各支店窓口 または ローンセンター（本店 営業推進課）までお問い合わせください。 

ＪＡふくおか八女 

インターネット仮審査はこちらから 
↓   

（保 証 料 別 ） 



●八女東支店…0943-24-3186 ●八女北支店…0943-24-4686 ●八女西支店…0943-24-4786 ●羽犬塚支店…0942-53-3171 

●筑 後 支 店…0942-53-2815 ●立 花 支 店…0943-22-8086 ●広 川 支 店…0943-32-1121 ●星 野 支 店…0943-52-3121 

●上 陽 支 店…0943-54-3311 ●矢 部 支 店…0943-47-3131 ●黒 木 支 店…0943-42-2191 ●ローンセンター…0120-644-602 

リフォームローン商品概要 
 

【福岡県農業信用基金協会保証型】 

 

【三菱ＵＦＪニコス(株)保証型】 

お使いみち 本人または家族が常時居住するための住宅の新

築、購入、増改築、改装、補修、改修、太陽光設置

等を目的とする資金および空き家解体を目的とする

資金 

他金融機関の住宅・リフォームローンの借換資金 

また借入に付随して発生する一切の費用 

お使いみち 本人または家族が常時居住するための既存住宅の

増改築・改装・補修を目的とする資金、住宅関連設

備等の設置等を目的とする資金および空き家解体

を目的とする資金ならびに他金融機関・信販会社

等から借入中の住宅ローンおよびリフォームローン

の借換資金 

また、借入にかかる諸費用（事務手数料、振込手数

料、印紙代、登記費用等） 

ご融資金額 １０万円以上１，５００万円以内（１万円単位） 

ただし、資金使途が住宅解体の場合は、５００万円

以内（１万円単位） ご融資金額 １０万円以上１，５００万円以内（１万円単位） 

※組合員外の方は５００万円以内 ご融資期間 １年以上２０年以内 

ただし、借換の場合は残存期間内。複数の借換対

象資金をまとめて借換する場合は、加重平均した期

間内。資金使途が居住していない住宅解体にかか

る費用の場合は１０年以内。 

ご融資期間 １年以上１５年以内 

住宅ローンの借換を含む場合は、２０年以内。 

なお、住宅ローン借換のみの場合は、残存期間＋３

年を上限。また、空き家解体ローンの場合は１０年

以内。 ご返済方法 元利均等返済 

毎月返済、年２回返済および特定月増額併用返済

のいずれか 

※年２回返済は農業者のみ 

※特定月増額返済時の特定月は６カ月ごと、また

は５カ月と７カ月、または４カ月と８カ月周期とする 

ご返済方法 元利均等返済 

毎月返済および特定月増額併用返済のいずれか 

※特定月増額返済時の特定月は６カ月ごととする 

ご利用いただけ

る方 

①地区内に在住または在勤の方 

②借入時の年齢が満１８歳以上７５歳未満であり、

最終償還時の年齢が満８０歳未満の方 

③継続して安定した収入のある方 

④ニコスの保証が受けられる方 

⑤その他当ＪＡが定める条件を満たしている方 

ご利用いただけ

る方 

①正組合員および准組合員の方 

②借入時の年齢が満１８歳以上６６歳未満で、最終

償還時年齢が７６歳未満の方 

③前年度税込年収が１５０万円以上の方 

 ※自営業者は過去２年の所得が２００万円以上であること 

④同一勤務先に１年以上継続してお勤めの方 

 ※自営業者は２年以上継続して営業していること 

⑤基金協会の保証が受けられる方 

⑥原則として当ＪＡが指定する団体信用生命共済

に加入が認められる方（貸付金額 500 万円以内の

場合は除く） 

保証 ①ニコスの保証料が別途必要となります。 

その他 原則として当ＪＡが指定する団体信用生命共済に

加入していただきます。 

（一般団信保険料は JA が負担します） 

※太陽光発電システムの設置は、原則として住宅

の屋根に限る。 

保証 ①基金協会の保証料が別途必要となります。 

②所得合算者は連帯債務者、または連帯保証人に

なっていただきます。 

 

 

≪令和8 年4 月１日現在≫ 

 

その他 原則として当ＪＡが指定する団体信用生命共済に

加入していただきます。 

（一般団信保険料は JA が負担します） 

※太陽光発電システムの設置は、原則として住宅

の屋根に限る。 

 

 

※本資金の詳しい条件などについてはＪＡ窓口にお問い合わせください。 

※印紙税が別途必要となります。 

※審査の結果によりお客様のご希望に添えない場合がございます。 


